
                

「法人名称が変わります」 

 

  平成２８年度、「おきなわＴＯＷＥＲ」の利用が陸上移動無線以外の無線局へ利

用が拡大され、また、ＩＣＴを融合した無線システムのＩＰ無線共済事業のサービ

スを開始するなど、当センターの事業が拡大されたことに伴い法人名称の変更する

ことを第４回理事会で決定し、新たな「法人名称」について、会員を対象に公募し

たところ会員から１５件の応募がありました。 

新たな法人名称については、応募中から第５回理事会において、採択し、平成

２９年度通常総会において、次のとおり決定しました。 

                   

    法人名称   「一般社団法人 沖縄総合無線センター」 

    施行年月日     平成２９年６月１日（電波の日） 

    

 参  考 

応募件数      １５件（内３件は同じ名称の応募） 

集中無線基地局の愛称  (平成 28年 10月商標登録) 

「おきなわＴＯＷＥＲ」 

Okinawa tower of Consolidated Radio Station  

 

    

 

 


